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は
じ
め
に

豊
田
市
域
は
、
古
代
に
お
い
て
、
参
河
国
賀
茂
郡
と
碧
海
郡
の
一
部
に
相
当
す
る
。

本
科
研
費
で
発
掘
調
査
を
行
っ
た
伊
保
廃
寺
は
賀
茂
郡
に
あ
た
る
の
で
、
本
稿
で
は
賀

茂
郡
の
郷
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

周
知
の
如
く
、
律
令
制
に
お
け
る
地
方
行
政
の
単
位
は
、
国
・
郡
・
里
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
が
、
木
簡
な
ど
か
ら
、
そ
の
漢
字
表
記
は
以
下
の
よ
う
に
変
遷
し
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る
。

乙
丑
年
（
天
智
四
、六
六
五
）
国
・
評
・
五
十
戸
の
荷
札
木
簡
あ
り
。

天
智
九
（
六
七
〇
）
庚
午
年
籍
。

〜
天
武
一
〇
（
六
八
一
）　

国
－

評

－

五
十
戸
の
み

天
武
一
二
〜　
　
　
　
　
　

国

－

評

－

五
十
戸
／
里　

併
存

持
統
二
（
六
八
八
）
〜　
　

国

－

評

－

里　

飛
鳥
浄
御
原
令
制

大
宝
元
（
七
〇
一
）
〜　
　

国

－

郡

－

里　

大
宝
令
制
（
＝
養
老
令
制
）

霊
亀
三
（
七
一
七
）
〜　
　

国

－

郡

－

郷

－

里

天
平
一
二
（
七
四
〇
）
〜　

国

－

郡

－

郷

文
献
史
料
上
、
残
っ
て
い
る
の
が
多
い
の
は
国
・
郡
・
郷
制
下
の
も
の
に
な
る
の
で
、

以
後
、
表
記
は
国
・
郡
・
郷
に
て
代
表
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
ら
は
行
政
上
の
単
位
で
あ
る
か
ら
、
法
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
令
規

定
を
挙
げ
る
。

『
養
老
令
』
職
員
令
大
国
条

　

守
一
人
…
（
職
掌
語
句
省
略
。
以
下
同
）
…
介
一
人
…
…
大
掾
一
人
…
…
少
掾

　
　

一
人
…
…
大
目
一
人
…
…
少
目
一
人
…
…
史
生
三
人

『
養
老
令
』
職
員
令
大
郡
条

　

大
領
一
人
…
…
少
領
一
人
…
…
主
政
三
人
…
…
主
帳
三
人
…
…

『
養
老
令
』
戸
令
為
里
条

　

凡
戸
以
二
五
十
戸
一
為
レ
里
。
毎
レ
里
置
二
長
一
人
一
…
…

『
養
老
令
』
戸
令
定
郡
条

　
 

凡
郡
以
廿
里
以
下
十
六
里
以
上
為
二
大
郡
一
。
十
二
里
以
上
為
二
上
郡
一
。
八
里
以

上
為
二
中
郡
一
。
四
里
以
上
為
二
下
郡
一
。
二
里
以
上
為
二
小
郡
一
。

『
養
老
令
』
戸
令
取
坊
令
条

　

凡
…
…
里
長
坊
長
並
取
二
白
丁
清
正
強
幹
者
一
充
。
…
…
若
八
位
以
下
情
願
者
聴
。

郷
（
里
）
は
、
五
十
の
戸
か
ら
構
成
さ
れ
る
単
位
で
あ
る
。
従
っ
て
、
土
地
の
区
画

（
七
）

《
論
文
》

文
献
史
料
か
ら
み
た
参
河
国
賀
茂
郡
の
郷
を
め
ぐ
っ
て

古
尾
谷　

知　

浩
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で
は
な
く
、
人
を
編
成
し
た
単
位
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
郡
は
郷
（
里
）
を
い
く
つ
か

積
み
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
郡
も
郷
も
境
界
線
で
区
画
さ
れ
る
よ
う
な
領
域

の
単
位
で
は
な
い
。
平
地
上
で
条
里
制
が
施
工
さ
れ
た
な
ら
ば
、
例
え
ば
讃
岐
国
の
よ

う
に
郡
単
位
に
条
里
区
画
が
分
け
ら
れ
、
境
界
線
を
引
く
こ
と
が
可
能
な
場
合
も
あ
る

が
、
丘
陵
や
河
川
を
挟
む
場
合
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
、『
養

老
令
』
雑
令
9
国
内
条
に
「
非
二
禁
処
者
一
、
山
川
藪
沢
之
利
、
公
私
共
之
。」
と
あ
る

よ
う
に
、
山
川
は
特
定
の
官
や
人
が
占
有
す
る
こ
と
は
法
的
に
で
き
な
か
っ
た
。

な
お
、「
五
十
戸
」
制
か
ら
「
里
」
制
に
変
わ
っ
た
際
に
、
人
的
支
配
か
ら
領
域
的

支
配
に
転
換
し
た
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
が
、
疑
問
点
が
多
い
。
前
述
の
通
り
、「
五
十

戸
」
表
記
と
「
里
」
表
記
は
、
一
定
期
間
併
存
し
て
お
り
、
制
度
的
転
換
を
示
す
も
の

か
ど
う
か
あ
き
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
大
宝
令
・
養
老
令
制
で
も
「
里
」
は
人
的
単

位
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
八
世
紀
初
め
の
段
階
で
は
、
一
定
の
領
域
に
存

在
し
て
い
る
人
間
を
律
令
国
家
が
面
的
に
把
握
で
き
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。『
類
聚

三
代
格
』
一
二
隠
首
括
出
浪
人
事
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
二
月
二
五
日
勅
所
引
養
老

五
年
（
七
二
一
）
四
月
二
七
日
格
に
よ
れ
ば
、
浮
浪
の
う
ち
に
、「
実
得
二
本
貫
一
」
の

者
と
、「
自
余
無
貫
」
の
者
が
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た

こ
と
の
な
い
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
律
令
国
家
自
体
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
一
定
の
領
域
に
い
る
人
間
を
全
て
戸
籍
に
登
録
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

こ
れ
に
漏
れ
た
人
間
が
い
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
把
握
で
き
た
人
間
だ
け
を

「
戸
」
と
い
う
単
位
に
編
成
し
て
戸
籍
に
登
録
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
養

老
五
年
格
で
は
「
自
余
無
貫
」
の
者
は
「
編
二
附
当
処
一
」
と
し
た
が
、
天
平
八
年
格

で
は
「
直
録
二
名
簿
一
」（
後
に
言
う
浮
浪
人
帳
）
と
い
う
扱
い
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ま

で
戸
籍
に
登
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
人
間
を
浮
浪
人
帳
と
い
う
名
簿
で
把
握
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
一
定
の
領
域
に
い
る
人
間
を
、
五
十
戸
一
里
を
単
位
と
す
る
戸
籍
に
登
録

す
る
者
と
、
別
枠
で
登
録
す
る
者
と
、
分
け
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
結
局

「
戸
」、「
里
」
と
は
領
域
で
は
な
く
人
の
単
位
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
浮
浪
人
対
策
は

紆
余
曲
折
が
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
領
域
的
に
一
括
し
て
人
間
を
把
握
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
人
間
を
単
位
と
し
て
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
国
の
境
界
は
あ
る
が
、
国
府
と
国
府
を
結
ぶ
官
道
を
区
切
る
も
の
で
あ
る
。

二
次
元
の
平
面
を
線
で
区
切
る
も
の
で
は
な
く
、
一
次
元
の
線
を
点
で
区
切
る
も
の
に

な
る
。

『
養
老
令
』
職
員
令
に
よ
れ
ば
、
国
に
は
管
轄
す
る
官
司
と
し
て
国
司
が
置
か
れ
、

郡
に
は
郡
司
が
置
か
れ
た
。
い
ず
れ
も
長
官
・
次
官
・
判
官
・
主
典（
表
記
は
国
は「
守
・

介
・
掾
・
目
」、
郡
司
は
「
大
領
・
少
領
・
主
政
・
主
帳
」）、
の
四
等
官
か
ら
な
っ
て

い
る
（
小
規
模
組
織
の
場
合
は
一
部
省
略
）。
四
等
官
及
び
雑
任
の
史
生
は
官
人
に
あ

た
る
。
四
等
官
は
、
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
案
件
に
対
し
、
主
典
が
公
文
を
読
み
申

し
、
判
官
以
上
が
決
裁
す
る
、
と
い
う
形
で
「
判
」
＝
決
裁
を
行
う
組
織
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
郷
（
里
）
に
は
郷
長
（
里
長
）
が
置
か
れ
た
が
、
こ
れ
は
職
員
令
で

は
な
く
戸
令
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
白
丁
つ
ま
り
庶
民
か
ら
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
従
っ
て
、
郷
長
は
官
人
で
は
な
い
。
ま
た
、
郷
は
四
等
官
構
成
を
取
ら
な
い
。

行
政
上
の
決
裁
を
行
う
権
限
を
も
つ
組
織
で
は
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
郷
（
里
）
は
、
官
す
な
わ
ち
行
政
機
構
で
は
な
く
、
支
配
の
客

体
で
あ
り
、
支
配
さ
れ
る
側
を
国
家
が
編
成
し
た
単
位
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、『
延
喜
式
』
民
部
省
に
よ
れ
ば
、
参
河
国
は
、
碧
海
・
賀
茂
・
額
田
・
幡
豆
・

宝
飫
・
設
楽
・
八
名
・
渥
美
の
八
郡
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
賀
茂
郡
に

つ
い
て
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
六
郷
里
部
に
は
、
賀
茂
・
仙
陁
・
伊
保
・
挙
母
・
高
橋
・

山
田
・
賀
祢
・
信
茂
（
諸
本
同
じ
）
の
八
郷
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
西
三
河
諸

郡
の
郷
に
つ
い
て
は
天
野
暢
保「『
和
名
抄
』記
載
の
西
三
河
の
郷
に
つ
い
て（
上
）」〈『
安

（
八
）
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城
市
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
三
、一
九
九
六
年
〉、
同
「
同
（
下
）」〈『
同
』
四
、

一
九
九
七
年
〉、
賀
茂
郡
の
郷
に
つ
い
て
は
『
新
修
豊
田
市
史
二
通
史
編
古
代
・
中
世
』

〈
二
〇
二
〇
年
〉
第
二
章
第
一
節
〈
西
宮
秀
紀
執
筆
〉
に
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
）。

本
稿
は
、
文
献
史
料
か
ら
参
河
国
賀
茂
郡
の
郷
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。
文
献
史
料
に
は
古
文
書
、
歴
史
書
、
法
制
史
料
等
々
が
あ
る
が
、
一
〇
世

紀
ま
で
の
賀
茂
郡
に
関
わ
る
史
料
は
猿
投
神
社
の
神
階
叙
位
の
記
事
が
所
謂
六
国
史
に

み
え
る
の
を
除
け
ば
、上
述
の
『
延
喜
式
』『
和
名
類
聚
抄
』
な
ど
に
限
ら
れ
る
。
従
っ

て
、木
簡
や
墨
書
土
器
な
ど
、出
土
文
字
資
料
を
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
筆
者
は
『
新

修
豊
田
市
史
』
編
纂
に
際
し
、
墨
書
土
器
の
調
査
を
西
宮
秀
紀
、
永
井
邦
仁
ら
と
共
同

で
行
っ
た
が
（『
新
修
豊
田
市
史
六
資
料
編
古
代
・
中
世
』〈
二
〇
一
七
年
〉
を
参
照
）、

本
稿
は
そ
の
成
果
を
含
ん
で
い
る
。

一　

寺
部
遺
跡
出
土
墨
書
土
器
を
め
ぐ
っ
て

前
述
の
よ
う
に
、『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
賀
茂
郡
に
は
八
郷
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
賀
祢
」「
信
茂
」
の
う
ち
「
賀
祢
」
は
「
賀
弥
」
の
誤
り
で

あ
る
と
い
う
説
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
（
諸
説
の
整
理
は
天
野
暢
保
「『
和
名
抄
』
記

載
の
西
三
河
の
郷
に
つ
い
て
（
下
）」〈
前
掲
〉
を
参
照
）、
史
料
的
根
拠
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、『
新
修
豊
田
市
史
』
編
纂
に
お
け
る
墨
書
土
器
、
木
簡
の
調
査
の
結
果
、

も
と
も
と
は
「
上
枯
郷
」「
下
枯
郷
」
で
あ
り
、そ
れ
が
省
略
さ
れ
て
「
上
郷
」「
下
郷
」

と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
強
く
推
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
成
果
は
『
新
修
豊
田
市

史
二
通
史
編
古
代
・
中
世
』
第
二
章
第
一
節
（
西
宮
秀
紀
執
筆
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
結
論
に
至
る
ま
で
の
調
査
過
程
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

豊
田
市
寺
部
遺
跡
か
ら
は
、
多
く
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
溜

池
か
ら
出
土
し
た
も
の
に
当
初
「
加
□
」
と
報
告
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
（
豊
田
市
教

育
委
員
会
『
寺
部
遺
跡
』〈
豊
田
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
四
五
、二
〇
一
一
年
〉）。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
資
料
を
『
新
修
豊
田
市
史
』
に
お
け
る
墨
書
土
器
の
調
査
で
再
検
討

し
た
と
こ
ろ
、「
加
弥
」（「
弥
」
は
弓
偏
で
は
な
く
方
編
の
異
体
字
）
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
（
豊
田
市
教
育
委
員
会
『
寺
部
遺
跡
Ⅱ
』〈
豊
田
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

書
五
二
、二
〇
一
三
年
〉
お
よ
び
『
新
修
豊
田
市
史
六
資
料
編
古
代
・
中
世
』〈
二
〇
一
七

年
〉
に
て
訂
正
）。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
郷
名
を
示
す
可
能
性
が
生
ず
る
が
、
下
部

が
欠
損
し
て
い
る
た
め
、
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

一
方
、
奈
良
県
平
城
宮
跡
の
第
五
七
次
調
査
で
は
、「
参
河
国
加
茂
郡
上
□
郷
」
と

書
か
れ
た
付
札
木
簡
が
出
土
し
て
い
た
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調

査
出
土
木
簡
概
報
』
七
、一
九
七
〇
年
）。
そ
の
後
、
奈
良
県
石
神
遺
跡
第
一
六
次
調
査

で
、「
鴨
評
万
枯
里
」（
三
川
国
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
一
遺
構
か
ら
三
川
国

で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
付
札
が
四
点
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
川
国
鴨
評
と
推

定
）
と
書
か
れ
た
付
札
木
簡
が
出
土
し
た
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発

掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
一
八
、二
〇
〇
四
年
）。
西
宮
秀
紀
は
、
こ
の
両
者
を
比
較
し

て
、
郷
名
の
二
字
目
が
同
じ
字
形
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
の
方

は
「
上
枯
郷
」
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
こ
の
仮
説
を
確
か
め
る
べ
く
、
奈
良
文
化
財

研
究
所
で
実
物
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
果
た
し
て
釈
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
は
「
枯
」

で
問
題
な
く
、
郷
名
は
「
上
枯
郷
」
で
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
う
な
る
と
、
問
題
は
石
神
遺
跡
出
土
木
簡
の
方
で
あ
る
。
上
記
の
結
果
を
踏
ま
え

て
改
め
て
調
査
す
る
と
、里
名
は「
下
枯
里
」と
改
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

以
上
に
よ
り
、『
新
修
豊
田
市
史
』
編
纂
に
お
け
る
調
査
に
お
い
て
、
次
の
成
果
が

得
ら
れ
た
。

（
九
）
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・
木
簡
の
釈
文
は
次
の
通
り
改
め
ら
れ
る
。

平
城
宮
跡
第
五
七
次
調
査
出
土
木
簡

　

「
＜
参
河
国
加
茂
郡
上
枯
郷
□　
　
　
　
　
　
　
　
（152

）
×24

×6　

039

石
神
遺
跡
第
一
六
次
調
査
出
土
木
簡

　

「
鴨
評
下
枯
里
物
部
稲
都
弥
米
五
斗
＜
」　
　
　
　
　

217

×20

×3　

032

・
寺
部
遺
跡
出
土
墨
書
土
器
の
釈
文
は
次
の
通
り
改
め
ら
れ
る
。

　

「
加
弥

・ 「
上
枯
郷
」
も
「
下
枯
郷
」
も
『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
な
く
、「
枯
」
字
が
省
略
さ
れ

て
「
賀
弥
郷
」「
信
茂
郷
」
と
な
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

二　

伊
保
郷
印
を
め
ぐ
っ
て

伊
保
廃
寺
に
関
連
し
て
、「
伊
保
郷
印
」
は
取
り
上
げ
る
べ
き
資
料
で
あ
ろ
う
。「
伊

保
郷
印
」
は
、
現
在
三
つ
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
豊
田
市
郷
土
資
料
館
蔵
の
も

の
が
平
安
時
代
に
製
作
さ
れ
た
も
の
、
他
の
二
つ
は
近
世
以
降
の
模
倣
印
で
あ
る
こ
と

が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
概
要
お
よ
び
伝
来
に
つ
い
て
は
、『
新
修
豊
田
市
史

二
一
別
編
美
術
・
工
芸
』〈
二
〇
一
四
年
〉〈
野
澤
則
幸
執
筆
〉『
新
修
豊
田
市
史
二
通

史
編
古
代
・
中
世
』〈
二
〇
二
〇
年
〉
第
二
章
第
一
節
〈
西
宮
秀
紀
執
筆
〉
を
参
照
）。

本
稿
で
は
、
こ
の
郷
印
が
ど
の
よ
う
に
も
ち
い
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
郷
印
は
、
他
の
例
と
し
て
「
次
田
郷
印
」（
天
理
図
書
館
蔵
）
と
「
余

戸
郷
印
」（
後
世
捺
さ
れ
た
印
影
の
み
残
る
）
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
印
影
の
残

る
古
代
の
文
書
も
な
い
。
従
っ
て
、
使
い
方
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。『
新
修
豊

田
市
史
二
一
別
編
美
術
・
工
芸
』
は
「
官
印
」
と
評
価
す
る
が
、
他
の
印
の
例
と
比
較

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
（
古
代
印
全
般
に
つ
い
て
は
、
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
『
日
本
古
代
印
集
成
』〈
一
九
九
六
年
〉、『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
報
告
』
七
九
〈
一
九
九
九
年
〉
を
参
照
）。

ま
ず
、
印
制
全
体
を
概
観
す
る
。『
養
老
令
』
公
式
令
天
子
神
璽
条
に
よ
れ
ば
、
皇

位
継
承
に
伴
っ
て
伝
え
ら
れ
る
「
天
子
神
璽
」
を
別
に
し
て
、
公
文
書
に
捺
さ
れ
る
も

の
と
し
て
、
内
印
（
天
皇
御
璽
）、
外
印
（
太
政
官
印
）、
諸
司
印
、
諸
国
印
が
規
定
さ

れ
て
い
た
（『
大
宝
令
』
で
は
内
印
、
外
印
、
諸
国
印
の
み
）。
地
方
行
政
機
構
の
印
は

諸
国
印
ま
で
で
あ
る
。

ま
た
、
印
の
押
捺
手
続
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
に
お
け
る
太

政
官
の
外
記
政
は
、「
庁
申
文
」
と
「
外
印
請
印
」、
つ
ま
り
、
四
等
官
に
よ
る
決
裁
と
、

外
部
発
給
文
書
へ
の
捺
印
の
二
段
階
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
奈
良
時
代
に
お

け
る
太
政
官
曹
司
庁
に
お
け
る
官
政
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
吉
川
真
司
「
外
印

請
印
考
」〈『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
発
表
一
九
九
五
年
〉）。

一
方
、国
の
政
務
の
中
核
は
、平
安
時
代
の
『
朝
野
群
載
』
に
よ
れ
ば
受
領
に
よ
る
「
随

判
捺
印
」
で
あ
り
、
同
じ
く
決
裁
と
捺
印
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。『
朝
野
群
載
』
は
、

受
領
に
権
限
が
集
中
し
た
段
階
を
示
し
て
い
る
が
、
本
来
は
四
等
官
が
共
知
し
て
捺
印

す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
八
月
癸
丑
朔

条
に
「
美
作
介
従
五
位
下
県
犬
養
宿
祢
沙
弥
麻
呂
、
不
レ
経
二
官
長
一
、
恣
行
二
国
政
一
、

独
自
在
レ
館
、
以
印
二
公
文
一
、（
中
略
）
為
二
守
正
四
位
上
紀
朝
臣
飯
麻
呂
一
所
レ
告
失
レ

官
。」
と
あ
る
）。

国
の
下
の
郡
に
つ
い
て
は
、
令
に
郡
印
の
規
定
は
な
い
が
、
実
際
に
は
作
ら
れ
て
お

り
、
押
捺
文
書
も
残
っ
て
い
る
。
売
券
を
例
に
取
れ
ば
、
郡
司
四
等
官
が
決
裁
を
行
い
、

郡
印
を
押
捺
し
て
作
成
し
て
お
り
、
国
と
同
様
に
、「
判
」「
捺
印
」
の
二
段
階
の
政
務

が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
郡
印
の
初
見
は
、
売
券
に
捺
さ
れ
た
天
平
二
〇
年

（
七
四
八
）八
月
二
六
日「
山
背
国
宇
治
郡
加
美
郷
家
地
売
買
券
」（『
大
日
本
古
文
書（
家

（
一
〇
）
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わ
け
）』
東
大
寺
文
書
之
二
〈
東
南
院
文
書
之
二
〉
二
巻
五
六
四
号
（
三
）、
東
南
院
文

書
三
櫃
四
一
巻
）
で
あ
り
、八
世
紀
半
ば
ま
で
は
遡
る
（
郡
印
に
つ
い
て
は
平
川
南
「
古

代
郡
印
論
」〈『
律
令
国
郡
里
制
の
実
像　

下
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
、
初
発
表

一
九
九
九
年
〉を
参
照
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、郡
印
も
官
印
と
し
て
位
置
づ
け
て
良
い
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
下
の
郷
印
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
通
り
、
郷
は
四
等
官

が
決
裁
す
る
官
司
で
は
な
く
、
郷
長
は
官
人
で
は
な
い
。
郷
印
は
官
印
と
し
て
の
機
能

を
果
た
し
よ
う
が
な
い
。
官
印
で
な
け
れ
ば
私
印
（
た
だ
し
、
個
人
印
で
は
な
い
）
と

位
置
づ
け
る
ほ
か
は
な
い
（
私
印
に
つ
い
て
は
、高
島
英
之
「
古
代
の
私
印
に
つ
い
て
」、

土
橋
誠
「
私
印
論
」〈
い
ず
れ
も
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
七
九
、

一
九
九
九
年
〉
を
参
照
）。

私
印
は
正
倉
院
文
書
中
に
奈
良
時
代
の
押
捺
例
が
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
つ
い
て
は

わ
か
ら
な
い
部
分
が
多
い
。
そ
も
そ
も
平
安
時
代
に
は
、
財
政
手
続
上
返
抄
に
押
捺
す

る
こ
と
を
除
け
ば
、
印
を
文
書
に
捺
す
機
会
は
減
少
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
平
安
時
代
に
「
伊
保
郷
印
」
を
製
作
し
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
押

捺
例
、
押
捺
手
続
が
知
ら
れ
な
い
以
上
、
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
参
考
と
な
る

の
は
、
私
印
の
も
う
一
つ
の
機
能
で
あ
る
。
私
印
は
信
仰
の
対
象
、
祭
祀
遺
物
と
し
て

の
性
格
も
も
っ
て
い
る
（
国
印
も
平
安
時
代
に
は
権
威
の
象
徴
と
さ
れ
、
印
鑰
社
に
祭

ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
『
養
老
令
』
に
規
定
さ
れ
た
天
子
神
璽
も
そ
う
で
あ
る
し
、
弥
生

時
代
に
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
金
印
も
実
質
的
意
味
は
な
く
権
威
の
象
徴
で
あ
ろ

う
）。
平
安
時
代
の
郷
印
の
機
能
は
、
文
書
に
押
捺
す
る
こ
と
に
実
質
的
意
味
が
な
く

な
っ
て
い
る
段
階
で
、
権
威
を
示
し
、
祭
祀
に
も
ち
い
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
く
の

が
、
最
も
穏
当
で
あ
ろ
う
。

三　

七
曲
一
号
窯
跡
出
土
の
篦
書
須
恵
器
を
め
ぐ
っ
て

豊
田
市
七
曲
一
号
窯
跡
か
ら
、「
調
『
勘
』」
と
刻
書
し
た
須
恵
器
が
出
土
し
た
。
こ

れ
は
焼
成
前
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
製
品
の
完
成
前
に
当
該
品
が
調
と
し
て
納
入

さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
何
ら
か
の
確
認
作
業

が
入
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
誰
が
勘
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
納
品
時

の
確
認
で
は
あ
り
得
ず
、
官
側
の
勘
検
で
は
な
か
ろ
う
。

な
お
、『
延
喜
式
』
主
計
寮
で
は
、
尾
張
・
参
河
の
調
の
品
目
に
須
恵
器
は
規
定
さ

れ
て
い
な
い
。『
延
喜
式
』
当
該
条
文
は
、
現
大
阪
府
の
陶
邑
で
の
須
恵
器
生
産
が
ま

だ
維
持
さ
れ
て
い
た
八
世
紀
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
当
該
篦
書
須
恵

器
は
、
法
制
史
料
で
は
わ
か
ら
な
い
須
恵
器
調
納
の
実
態
を
示
す
資
料
と
し
て
重
要
で

あ
る
。

こ
の
資
料
に
関
連
し
て
、『
新
修
豊
田
市
史
二
通
史
編
古
代
・
中
世
』〈
二
〇
二
〇
年
〉

第
二
章
第
三
節
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
古
代
に
お
け
る
窯
業
生
産
の
性
格
」
の
項
で
は
、「
市
域
の
窯
跡
群
が
含
ま
れ
る
猿

投
窯
で
は
、
古
代
の
窯
跡
か
ら
し
ば
し
ば
文
字
が
刻
ま
れ
た
須
恵
器
片
・
灰
釉
陶
器
片

が
出
土
す
る
。
一
文
字
の
た
め
意
味
が
理
解
で
き
な
い
も
の
が
多
い
が
、
刻
ま
れ
た
文

字
の
中
に
は
、
例
え
ば
「
調
『
勘
』」（
七
曲
一
号
窯
、
黒
笹
一
四
号
窯
式
期
）
を
は
じ

め
と
し
て
、
市
域
で
は
な
い
が
「
尾
治

五
十
戸
黒
□
」（
長
久
手
市
丁
子
田
一
号
窯
、

岩
崎
一
七
号
窯
式
期
）、「

五
十
戸
佐
加
之
」（
長
久
手
市
岩
崎
三
五
号
窯
、同
期
）、「
黒

見
田
五
十
戸
」（
名
古
屋
市
高
針
原
一
号
窯
跡
、岩
崎
四
一
号
窯
式
期
）、「
船
木
郷
」（
み

よ
し
市
黒
笹
八
号
窯
、
鳴
海
三
二
号
窯
式
期
）、「
椋
人
」（
日
進
市
折
戸
一
〇
号
窯
、

折
戸
一
〇
号
窯
式
期
）、「
内
豎
所
」（
み
よ
し
市
黒
笹
九
〇
号
窯
、黒
笹
九
〇
号
窯
式
期
）、
（
一
一
）
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（
一
二
）

「
淳
和
院
」（
豊
明
市
桟
敷
一
号
窯
、
黒
笹
九
〇
号
窯
式
期
）
と
い
っ
た
貢
納
先
、
貢
納

者
に
関
わ
る
と
み
ら
れ
る
文
言
が
あ
り
、
窯
業
生
産
に
中
央
官
庁
や
国
郡
等
の
地
方
役

所
・
地
方
官
人
等
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」（
九
八
頁
〜
九
九
頁
）
と

す
る
。

ま
た
、「「
一
郡
一
窯
業
地
」
体
制
と
国
境
」
の
項
で
は
、
楢
崎
彰
一
に
よ
る
猿
投
窯

の
地
区
分
け
に
つ
い
て
、「
国
境
・
郡
境
が
必
ず
し
も
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
」
を

批
判
し
、「
賀
茂
郡
伊
保
郷
（『
和
名
類
聚
抄
』）
と
み
な
さ
れ
る
伊
保
町
周
辺
が
黒
笹

地
区
に
含
め
ら
れ
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。」（
一
〇
〇
頁
）
と
す
る
。

ま
た
、「
境
川
右
岸
に
位
置
す
る
み
よ
し
市
黒
笹
八
号
窯
か
ら
尾
張
国
山
田
郡
船
木
郷

（『
和
名
類
聚
抄
』）と
み
ら
れ
る「
船
木
郷
」と
刻
書
さ
れ
た
須
恵
器
が
出
土
し
た
こ
と
」

な
ど
か
ら
、「
旧
西
加
茂
郡
域
…
…
の
境
川
右
岸
地
域
は
、
三
河
国
賀
茂
郡
域
で
は
な

く
尾
張
国
山
田
郡
域
に
含
め
た
方
が
良
い
と
考
え
る
。」（
一
〇
二
頁
）
な
ど
と
し
て
、

地
図
上
に
窯
跡
の
分
布
を
示
し
、
国
境
線
・
郡
境
線
で
区
画
し
た
図
二

－

三

－

五
を
掲

出
す
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
刻
書
土
器
の
う
ち
、「
内

豎
所
」「
淳
和
院
」
は
、
緑
釉
陶
器
に
関
係
す
る
も
の
で
、
文
字
の
内
容
は
天
皇
家
産

機
構
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
は
高
級
品
を
天
皇
家
産
機
構
が
直
接

生
産
さ
せ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
い
で
、
郷
（
里
・
五
十
戸
）
銘
の
須
恵
器
で
あ
る
が
、
前
述
の
通
り
郷
は
官
で
は

な
く
支
配
さ
れ
る
側
の
単
位
で
あ
る
。
調
の
納
入
に
関
連
し
て
郷
名
・
人
名
を
記
す
の

は
、
荷
札
木
簡
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
ど
こ
の
郷
の
誰
が
負
担
し
た
の
か
を
（
名

義
上
）
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
調
は
公
民
が
生
産
し
た
も
の
の
一
部
を
律
令
国

家
が
徴
収
す
る
も
の
で
あ
り
、
官
が
生
産
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
は

な
い
。

ま
た
、
国
境
・
郡
境
を
線
引
き
す
る
こ
と
は
不
可
で
あ
る
こ
と
も
前
述
の
通
り
で
あ

る
が
、窯
業
生
産
に
関
連
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
参
考
と
な
る
類
例
を
挙
げ
る
。

・
福
岡
県
大
野
城
市
牛
頸
ハ
セ
ム
シ
窯
跡
出
土
篦
書
須
恵
器

　
　

「
筑
紫
前
国
奈
珂
郡

　
　
　

手
東
里
大
神
マ
得
身

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

并
三
人

　
　
　

調
大

一
隻
和
銅
六
□
」（
須
恵
器

）

こ
れ
は
、「
筑
紫
前
国
奈
珂
郡
手
東
里
」
に
属
す
る
三
名
が
、
和
銅
六
年
分
の
調
と

し
て
、
大

一
隻
を
貢
納
す
る
こ
と
を
示
し
た
箆
書
で
あ
る
。
牛
頸
窯
は
地
形
的
に
御

笠
郡
に
近
い
も
か
か
わ
ら
ず
、
奈
珂
郡
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
解
釈
と
し
て

は
、
奈
珂
郡
側
か
ら
工
人
が
来
て
生
産
し
た
可
能
性
や
、
主
と
し
て
御
笠
郡
負
担
分
の

製
品
を
焼
い
て
い
た
窯
で
一
部
奈
珂
郡
負
担
分
の
製
品
を
生
産
し
、
そ
れ
を
他
と
区
別

す
る
た
め
に
書
い
た
可
能
性
（
つ
ま
り
御
笠
郡
負
担
分
に
つ
い
て
は
書
か
な
い
、
書
く

必
要
が
な
い
）
な
ど
、
い
く
つ
も
の
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
郡
郷
名
を
篦
書
き
し
た
須
恵
器
が
出
土
し
た
窯
が
、
当
該
の
郡
郷
に
あ
た

る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
み
よ
し
市
黒
笹
八
号
窯
か
ら
出
土
し
た
「
船

木
郷
」
銘
須
恵
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
窯
で
尾
張
国
山
田
郡
船
木
郷
負
担
分
の
須
恵
器

を
焼
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
当
該
窯
が
山
田
郡
に
属
す
る

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
当
該
地
が
尾
張
国
の
範
囲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
官
と
し
て
の
郡
が
窯
業
生
産
を
担
っ
た
形
跡
は
な
く
、
窯
の
立

地
す
る
よ
う
な
丘
陵
部
に
は
国
境
・
郡
境
な
ど
は
引
け
ず
、
用
益
は
様
々
な
人
に
開
か

れ
て
い
た
の
で
遠
方
か
ら
で
も
工
人
が
移
動
す
る
可
能
性
は
あ
り
、
逆
に
あ
る
窯
で
他

の
郡
郷
負
担
分
の
製
品
を
生
産
す
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特

定
の
窯
を
特
定
の
郡
な
ど
が
排
他
的
に
所
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

制
度
と
し
て
の
「
一
郡
一
窯
」
体
制
な
る
も
の
は
想
定
で
き
ず
、「
あ
る
窯
が
ど
こ
の
国
・

郡
に
属
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
生
産
主
体
の
観
点
で
も
、
領
域
の
観
点
で
も
、
課

題
設
定
自
体
が
成
り
立
た
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
三
点
の
史
資
料
か
ら
賀
茂
郡
の
郷
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
述

べ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
論
な
の
で
、
全
体
と
し
て
の
結
論
は
な
い
が
、
立
論
の
根

拠
と
な
る
史
料
を
正
確
に
読
み
解
き
、
他
の
史
料
と
の
整
合
的
な
解
釈
を
行
う
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
い
う
点
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。『
新
修
豊
田
市
史
資
料
編
』
は
、
豊

田
市
域
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
も
活
用
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。

【
付
記
】
荒
井
秀
規
「
領
域
区
画
と
し
て
の
国
・
評
（
郡
）・
里
（
郷
）
の
成
立
」（
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
古

代
地
方
行
政
単
位
の
成
立
と
在
地
社
会
』
二
〇
〇
九
年
）
は
、
所
謂
後
期
評
の
段
階
以
降
は
領
域
区
画
が
存

在
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
境
界
と
し
て
挙
示
さ
れ
た
例
は
、
概
ね
①
道
を
区
切
る
も
の
、
②
条

里
制
に
代
表
さ
れ
る
如
く
田
地
を
区
画
す
る
も
の
、
③
河
川
で
区
切
る
も
の
、
④
山
岳
・
丘
陵
で
区
切
る
も

の
に
大
別
で
き
る
。
い
ず
れ
も
正
当
な
も
の
で
あ
る
が
、
①
は
平
面
を
区
画
す
る
も
の
で
は
な
い
。
②
は
と

く
に
条
里
制
の
場
合
、
明
確
に
境
界
線
と
し
て
認
識
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
平
地
部
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、

荒
井
も
指
摘
す
る
如
く
口
分
田
や
墾
田
の
所
在
は
人
が
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た
本
貫
と
は
異
な
る
場
合
が
あ
り
、

人
の
単
位
で
あ
る
郡
・
里（
郷
）と
は
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
。
そ
も
そ
も
条
里
制
の「
里
」と
郡
里
制
の「
里
」

と
は
、
地
名
に
由
来
す
る
場
合
同
名
の
場
合
は
あ
る
が
、
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
③
は
確
か
に
線
状
に
平

面
を
区
切
る
も
の
で
あ
る
が
、
河
道
に
は
幅
が
あ
り
、
か
つ
流
路
は
不
安
定
で
、
現
実
に
河
川
の
両
側
で
土

地
の
帰
属
を
巡
っ
て
紛
争
が
生
じ
て
い
る
。
④
は
明
確
に
線
で
区
画
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
以
上
の
こ
と

か
ら
、
郡
境
と
し
て
明
確
に
線
で
区
画
で
き
る
の
は
田
地
開
発
が
可
能
で
条
里
制
を
設
定
で
き
る
平
地
部
で

あ
っ
て
、
本
稿
の
三
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
窯
が
立
地
す
る
丘
陵
部
に
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
一
三
）






